
令和７年度 京都市民健康づくり推進会議「生活習慣病予防部会」 

 

                                   

                       

                          

 

司会：健康長寿推進担当課長 楢崎 純子 

 

１ 開会の挨拶 

京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室長 藤田 智洋 

 

２ 議事次第 

⑴ 健康寿命の状況 

 ⑵ 京都市の健康課題について 

 ⑶ テーマ別検討事項 

① がん検診について 

② 働き盛り世代への取組について 

  

３ その他 報告事項 

「京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン」に関するアンケート調査の実施について  

 

 
（資料１）京都市民健康づくり推進会議「生活習慣病予防部会」構成団体及び出席者名簿 

（資料２）座席表 

（資料３）健康寿命の状況 

（資料４）京都市の健康課題について 

（資料５）がん検診について 

（資料６）働き盛り世代への取組について 

（資料７）「京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン」に関するアンケート調査について  

 

【参考資料】 

（参考１）「京都市民健康づくり推進会議」開催要綱 

（参考２）「京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン」の概要について 

（参考３）京都市「身体活動・運動」に関する取組について 

（参考４）京都市「たばこ」に関する取組について 

（参考５）京都市「飲酒」に関する取組について 

（参考６）京都市「がん検診」に関する取組について 

（参考７）京都市「糖尿病・循環器病」に関する取組について 

 

日時：令和７年１２月１０日（水） 

午後２時～午後３時３０分 

場所：ハートンホテル京都 ２階「嵯峨」 
   オンライン 

＜配布資料＞ 



区分 機関・団体等 役職 氏名（敬称略） 出席方法

学識経験者
（部会長）

 京都大学大学院医学研究科・社会健康医学系専攻　 教授 石見
いわみ

　拓
たく

会場

 京都大学大学院医学研究科・社会健康医学系専攻　 － － 欠席

 同志社大学スポーツ健康科学部　 教授 石井
いしい

　好二郎
こうじろう

オンライン

個人  市民公募委員    　　　　　　 　 － ドッブス　春奈
はるな

オンライン

（一社）京都市地域女性連合会 理事 秦
はた

　三津子
みつこ

会場

（一社）京都市老人クラブ連合会（すこやかクラブ京都） 常務理事・事務局長 中山
なかやま

　英之
ひでゆき

会場

 京都市小学校長会 － － 欠席

 京都市立中学校長会 － － 欠席

 京都府私立中学高等学校連合会 事務局長 三科
みしな

　俊一
としかず

オンライン

 ヘルシーキャンパス京都ネットワーク 委員 島本　大也
しまもと　ともなり

オンライン

 京都労働者福祉協議会 事務局長 岸本
きしもと

　満
みつる

会場

（独）労働者健康安全機構　京都産業保健総合支援センター － － 欠席

（一社）京都府医師会 理事 市田
いちだ

　哲郎
てつろう

オンライン

（公社）京都府栄養士会 － － 欠席

（公社）京都府看護協会 専務理事 橋元
はしもと

　春美
はるみ

オンライン

（一社）京都府歯科医師会 理事 尾﨑
おざき

　明子
あきこ

オンライン

（一社）京都府薬剤師会 － 渡辺
わたなべ

　由佳子
ゆかこ

オンライン

（特非）日本健康運動指導士会　京都府支部 事務局長 今井
いまい

　優
まさる

オンライン

 健康保険組合連合会京都連合会 常務理事 今井
いまい

　健司
けんじ

オンライン

 全国健康保険協会京都支部 保健グループ長 坂井
さかい

　啓子
けいこ

オンライン

マスメディア （株）京都新聞社 － － 欠席

（特非）京都禁煙推進研究会 理事長 土井
どい

　たかし 会場

（一社）京都ビルヂング協会 － － 欠席

 文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課 くらし安全推進課長 一原
いちはら

　斗
と

誉
よ

秀
ひで

オンライン

 保健福祉局障害保健福祉推進室 － － 欠席

相談援助係長 山脇
やまわき

　智代
ちよ

オンライン

担当 仁張
にんばり

　智
さと

史
し

オンライン

 保健福祉局福祉のまちづくり推進室 特定保健指導係長 福山
ふくやま

　理恵
りえ

オンライン

 保健所 担当課長 阿部
あべ

　俊太郎
しゅんたろう

会場

 衛生環境研究所 所長 篠崎
しのざき

　史義
ふみよし

オンライン

 教育委員会事務局体育健康教育室 学校保健担当課長 井上
いのうえ

　直
なお

寛
ひろ

オンライン

 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 室長 藤田
ふじた

　智洋
ちひろ

会場

担当課長  口　大介
はまぐち　だいすけ

会場

担当課長 楢崎
ならざき

　純子
じゅんこ

会場

担当課長 橋野
はしの

　恵
え

衣
い

会場

計画係長 岡本
おかもと

　宗
むね

英
ひで

会場

地域保健係長 西村
にしむら

　亜希
あき

会場

食育係長 伊藤
いとう

　智代
ちよ

会場

介護予防係長 外山
とやま

　泰
やすし

会場

（区分ごとに50音順(但し、京都市除く)）

京都市

令和７年度 京都市民健康づくり推進会議「生活習慣病予防部会」構成団体・出席者名簿（１２月１０日開催）

地　域

 保健医療機関等

関係機関・団体

教育機関等

学識経験者

企業・職場

医療保険者

 こころの健康増進センター

事務局
(京都市)

 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課
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※会場出席者のみ掲載
※オンライン出席者は資料１参照

座席表

スクリーン

プロジェ
クター

入口

（
事
務
局

）
保
健
福
祉
局
　
健
康
長
寿
の
ま
ち
・
京
都
推
進
室
　
健
康
長
寿
企
画
課

音
響
ミ
キ
サ
ー

配
信
Ｐ
Ｃ

記
者
席

★ 学識経験者・部会長

○ 地域

■ 京都市（事務局除く）
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事
務
局

傍
聴
席

【
生
活
習
慣
病
予
防
部
会
長
】

京
都
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科

石
見

拓

教
授

（
い
わ
み

た
く
）

京都市保健所（公衆衛生医師）

阿部 俊太郎 担当課長
（あべ しゅんたろう）

（一社）京都市地域女性連合会

秦 三津子 理事
（はた みつこ）

（一社）京都市老人クラブ連合会

（すこやかクラブ京都）

中山 英之 常務理事・

事務局長
（なかやま ひでゆき）

京都労働者福祉協議会

岸本 満 事務局長
（きしもと みつる）

（独）労働者健康安全機構

京都産業保健総合支援センター

田中 巧 副所長
（たなか たくみ）

（特非）京都禁煙推進研究会

土井 たかし 理事長
（どい たかし）

保健福祉局

健康長寿のまち・京都推進室

室長 藤田 智洋

（ふじた ちひろ）

担当課長  口 大介
（はまぐち だいすけ）

担当課長 楢崎 純子
（ならざき じゅんこ）

地域保健係長 西村 亜希
（にしむら あき）

担当課長 橋野 恵衣
（はしの えい）

介護予防係長 外山 泰
（とやま やすし）

食育係長 伊藤 智代
（いとう ちよ）

計画係長 岡本 宗英
（おかもと むねひで）



 

健康寿命の状況 

○ 厚生労働省から 、 厚生労働科学研究「 健康寿命のページ」（ ホームページ） にお

いて、 令和４ 年数値が以下のと おり 公表さ れた。  

 
平成２ ８ 年 令和元年 令和４ 年 

比較 

( R4-R1)  

比較 

( R4-H28)  

全

国 

男性 72. 14 歳 72. 68 歳 72. 57 歳 △0. 11 歳 ＋0. 43 歳 

女性 74. 79 歳 75. 38 歳 75. 45 歳 ＋0. 07 歳 ＋0. 66 歳 

京

都

市 

男性 71. 55 歳 73. 01 歳 71. 98 歳 △1. 03 歳 ＋0. 43 歳 

女性 72. 82 歳 72. 90 歳 75. 18 歳 ＋2. 28 歳 ＋2. 36 歳 

 

⇒ 令和４ 年の本市の健康寿命は、  男性７ １ . ９ ８ 歳、 女性７ ５ . １ ８ 歳  

令和元年から 男性は１ ． ０ ３ 歳縮小、 女性は２ ． ２ ８ 歳延伸し ている 。  

全国と の比較では、 男女と も に全国平均を下回っ ている 。  

（ 参考） 健康寿命について 

３ 年に１ 度実施さ れる 国民生活基礎調査（ 大規模調査） において、「 あなたは、 現在、 健康上

の問題で日常生活に何か影響があり ま すか」 と いう 問いに対し 、「 ない」 と 回答し た者の割合か

ら 算出。  

被調査者の主観によ る も のであり 、 算出値が頻繁に変動し 、 ±０ ． ５ 年程度の差が発生し てい

る 可能性も ある と いわれている 。  

○ 京都市健康長寿・ 口腔保健・ 食育推進プラ ンでは、 具体的な目標と し て「 平均

寿命の増加分を 上回る 健康寿命の増加」 を 設定。  

※ 健康寿命は、 令和 22 年ま でに平成 28 年比で男女と も ３ 年延伸する こ と が国において設

定さ れており 、 本市と し ても 、 こ れを最終目標と し て延伸を目指し ている 。  

 

⇒ 平成２ ８ 年と 令和４ 年の平均寿命と 京都市の健康寿命の差を 比較する と 、  

男性は０ . ３ ６ 歳、 女性は２ ． ４ １ 歳縮小し ている 。  

 
 
※ 平均寿命は全国の数値（ 市区町村別の平均寿命は５ 年ごと の公表と なり 比較に適さ ない）。 

80.98 81.41 81.05

87.14 87.45 87.09

71.55
73.01 71.98 72.82 72.9

75.18

平成28 令和元 令和4 平成28 令和元 令和4

平均寿命 健康寿命
男性 女性

差９ .０ ７

０ .３ ６ 歳縮小
差１ １ .９ １

２ .４ １ 歳縮小
差１ ４ .３ ２差９ .４ ３
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「京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン」に関する 

アンケート調査の実施について 

 

１ 目的 

  令和６年３月に策定した「京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン」に

基づき、市民の健康づくりに関する状況を把握するため。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実施のタイミング（予定） 

 〇 考え方 

   調査結果を精査し今後の施策への展開を検討する時間を十分に確保するた

め、中間見直しや計画策定時期の前年度に実施する。 

 〇 実施間隔 

３年に１度の間隔で実施（初回のみ２年） 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

  年度 計画 
アンケート調査 

実施時期 報告時期 
 R5 2023 計画策定 調査実施 結果報告 

現

プ

ラ

ン 

R6 2024 計画開始     

R7 2025   調査実施   

R8 2026     結果報告 

R9 2027       

R10 2028   調査実施   

R11 2029 中間評価   結果報告 

R12 2030       

R13 2031   調査実施   

R14 2032     結果報告 

R15 2033       

R16 2034   調査実施   

R17 2035 
最終評価 

新計画策定 
  結果報告 

  R18 2036 新計画開始（予定） 

 

【調査概要】 

調査内容 ：健康づくり・口腔保健・食育に係る項目 

調査対象者：住民基本台帳から無作為に抽出した１５歳以上の市民 

      （参考）令和５年度客体数 ５，０００人 

調査方法 ：郵送で調査票を送付、回答はインターネット又は郵送 

資料７ 



４ 令和７年度アンケート実施スケジュール（予定） 

  令和７年１２月  アンケート発送（回答期限：１月下旬） 

  令和８年 ２月～ アンケート回答の集計・分析 

  令和８年度    アンケート結果の報告 



「京都市民健康づくり推進会議」開催要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、笑顔でいきいきと健やかに暮らせる「健康長寿のまち・京都」をみん

なで実現していくことを目的に策定した「京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン」

を推進する組織として、「京都市民健康づくり推進会議」（以下「会議」という。）を開催し、

その運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会議の役割） 

第２条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 「京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン」の推進に関すること。 

⑵ その他市民の健康の保持増進に関すること。 

（構成） 

第３条 会議は、第１条の目的に賛同し、そのための活動を積極的に行う別表の団体、学識

経験者等及び公募により参加した市民委員等（以下「構成団体等」という。）で構成する。 

（議長及び副議長） 

第４条 会議に議長及び副議長を置く。 

２ 議長及び副議長は、構成団体等の中から市長が指名する。 

３ 議長は、会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故がある時は、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 会議は、市長が招集する。 

２ 議長は、必要がある時は、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことが

できる。 

（部会） 

第６条 市長は、「京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン」に基づき、健康づくりに

係る各分野の取組を推進するための専門的な見地からの検討を行うため、次に掲げる部会

を開催することができる。 

⑴ 生活習慣病予防部会 

⑵ 口腔保健部会 

⑶ 食育推進部会 

２ 部会は、部会長及び構成団体等で構成する。 

３ 部会長は、市長が指名する。 

（事務局） 

第７条 会議の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局は、保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課で所掌する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、健康長寿のまち・

京都推進担当局長が別に定める。 
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附 則 

 この要綱は、平成１５年１月２８日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２６年３月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３１年１月４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年１月２９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年３月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 



別表（第３条関係） 

機関・団体等 

学識経験者 

市民委員 

地域 

京都市体育振興会連合会 

（一社）京都市地域女性連合会 

京都市ＰＴＡ連絡協議会 

京都市保健協議会連合会 

すこやかクラブ京都（（一社）京都市老人クラブ連合会） 

食育指導員 

保育・教育機関等 

（公社）京都市保育園連盟 

（公社）京都市私立幼稚園協会 

京都市小学校長会 

京都市立中学校長会 

京都府私立中学高等学校連合会 

ヘルシーキャンパス京都ネットワーク 

企業・職場 

京都商工会議所 

京都府中小企業団体中央会 

京都労働局労働基準部 

京都労働者福祉協議会 

（一財）京都工場保健会 

（独法）労働者健康安全機構 京都産業保健総合支援センター 

（公財）京都府生活衛生営業指導センター 

保健医療機関等 

（一社）京都府医師会 

（一社）京都府歯科医師会 

（一社）京都府薬剤師会 

（公社）京都府看護協会 

（公社）京都府助産師会 

（公社）京都府栄養士会 

（公社）京都府歯科衛生士会 

（一社）京都府歯科技工士会 

（一社）京都精神保健福祉協会 

（一財）京都予防医学センター 

（特非）日本健康運動指導士会 京都府支部 

医療保険者 

京都府国民健康保険団体連合会 

健康保険組合連合会京都連合会 

全国健康保険協会京都支部 

マスメディア 
（株）京都新聞社 

(株) 京都放送 

関係機関・団体 

（特非）京都禁煙推進研究会 

（一社）京都ビルヂング協会 

（一社）京都市食品衛生協会 

（一社）京都市中央卸売市場協会 

（一社）京都市老人福祉施設協議会 

ＪＡ京都中央 

（一社）全日本司厨士協会京都府本部 

（特非）日本料理アカデミー 

京都市 

京都市教育委員会 

京都市保健所 

京都市こころの健康増進センター 

京都市衛生環境研究所 

 



＜基本理念を具体化する取組の原則＞ 

「京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン」の概要について 

（生活習慣病予防部会について） 

 

１．プランの枠組み 

 人生 100 年時代を見据え、市民の健康づくりへの意識が高まり、健康寿命を大切にする

考え方が浸透する中、市民の皆様に分かりやすく、より効果的に健康づくりの取組を推進

していくため、とりわけ相互に関連性の強い「運動」「口腔」「栄養」の取組をつなげ、健

康づくりに必要な要素を“合わせて”取り組んでいくため、「京都市 健康長寿・口腔保健・

食育推進プラン」として、健康づくりに関する３つの計画を一体的に策定。 

 

２．計画期間 

 令和６年度～令和１７年度（令和１１年度（６年目）に中間評価を行う） 

 

３．プランの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具
体
的
な
方
策 

柱１ 京都ならではの地域力・文化力の強みを活かした健康づくりの推進 

柱２ 生活習慣に関する※正しい健康情報に基づく健康づくりの推進 
        ※運動習慣、喫煙、飲酒、こころの健康など 

京都市口腔保健推進実施計画「歯ッピー・スマイル京都」 

柱３ 生涯を通じた歯と口の健康づくりの推進 

京都市食育推進計画 

柱４ みんな※の協働による食育活動を通じた健康づくりの推進 
※地域、行政、関係機関など 

参考２ 

未来像（みんなで実現していく京都の未来の姿） 

笑顔でいきいきと健やかに暮らせる「健康長寿のまち・京都」 

＜具体的な目標＞平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加 

基本理念（未来像を実現するための基本的な考え方） 
 市民一人ひとりが、「心身の健康を保つ」ことを意識し、「歯と口の健康づくり」
に取り組むとともに、「食」への関心を高め、それらを地域や人とのつながりの中で
進めていくことで、健康寿命の延伸につなげていく 

【取組方針１】市民が主役の健康づくり 

代表例１ 歩くことを核とした健康づくり 

代表例２ 人や社会とつながる健康づくり 
 
【取組方針２】市民の健康づくりを支える環境づくり 



４．生活習慣病予防部会について 

「京都市民健康づくり推進会議」に設置する部会おいては、各分野の取組を推進するた

めの専門的な見地から検討をしていただくため、また、全体の会議では深めることが困難

な内容を議論していただくため、各部会を開催している。 

現プランの策定を契機に、生活習慣や生活習慣病予防を検討するため、「生活習慣病予防

部会」を新たに設置。主に「柱２」（生活習慣に関する※正しい健康情報に基づく健康づく

りの推進）の取組状況を確認する役割を担う。 

※運動習慣、喫煙、飲酒、こころの健康など 

 

（参考）京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラン 抜粋 

柱２ 生活習慣に関する正しい健康情報に基づく健康づくりの推進 

１ エビデンスに基づく健康づくりの推進 

取組内容 

健康に関する正しい情報を入手・活用できる環境整備と周知啓発 

市民・地域主体の健康づくり活動への支援 

民間や大学と連携した医療・介護データ等のビッグデータの活用・分析による健

康づくりの取組に資する研究 

「運動」「栄養・口腔」「社会参加」の総合的な取組の普及によるフレイル対策の推進 

 

２ 望ましい生活習慣の確立・改善 

① 生涯を通じた運動習慣の確立    

 

② 喫煙の防止                                     

取組内容 

ライフステージ別に、たばこ※１によるＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）※２を含めた

健康影響に関する知識及び喫煙防止の普及啓発 
禁煙希望者に対する禁煙支援プログラムの提供等による禁煙支援 

保健医療機関・関係団体等と連携した学校・教育機関における「喫煙防止教育」の
実施 

※１ 紙巻たばこ、加熱式たばこ 等 

※２ 肺の炎症性疾患で、咳・痰・息切れを主な症状として緩やかに呼吸障害が進行する疾患で  

あり、かつて肺気腫、慢性気管支炎と称されていた疾患が含まれる。 

取組内容 

大学等の関係機関、地域の関係団体と協働した若い世代の身体活動・運動の習慣
化の取組 

関係機関等と連携し、ロコモティブシンドローム予防に関する情報や運動の普及
啓発 

日常生活の中で気軽に継続して身体活動を増やすことができるウォーキングやス
トレッチなどの運動メニューの紹介 

高年齢者向け筋力トレーニングメニューの活用・情報発信 



③ 望まない受動喫煙の防止                               

取組内容 

施設・事業者に対する健康増進法に基づく受動喫煙防止対策の制度周知 

飲食店等における受動喫煙防止対策の措置状況の監視・指導 

望まない受動喫煙防止の普及啓発、妊産婦や子ども等特に配慮が必要な人の受動

喫煙防止の取組 

 

④ 適正飲酒                                      

取組内容 

学校・教育機関との連携による２０歳未満の者への飲酒が心身に及ぼす悪影響に

関する普及啓発 

アルコールによる健康影響に関する知識及び適正飲酒の普及啓発 

 

３ 生活習慣病の発症予防・重症化予防等を推進する環境づくり 
取組内容 

がん検診の受診率向上の取組 

がん予防の推進 

糖尿病重症化予防の取組 

生活習慣病予防のための食生活・運動の啓発 

生活機能維持・向上のための骨粗しょう症予防啓発 

学校や職場等での受診機会のない方への健康診査の実施 

生涯を通じた口腔健康管理の推進 

民間企業等と連携した働く世代の健康づくりの取組支援 
避難（所）生活における健康保持の取組 

 

４ 寄り添い支える、こころの健康づくりの推進 

取組内容 

気づきと見守りの地域づくりの推進 

ストレスチェックとこころの健康対策の推進 
こころの健康問題に対する正しい知識の普及啓発 

学生等の若年層に向けソーシャルメディアを活用した相談機関の紹介等、生きる

ための情報発信 

うつ病等の精神疾患やアルコール問題、長時間労働等に関する勤労者のこころの

健康の保持・増進などについての正しい知識の普及とこころの病気の早期発見、

早期治療の推進 

保健福祉センターやこころの健康増進センターにおける、こころの健康に関する

相談窓口の整備、こころの健康や悩みの相談に対する寄り添い支援の充実 

生活、経済問題から生じるこころの問題に関する相談も受けられる体制づくり 

スクールカウンセラー等による子どもや保護者、教職員への心理的な支援や、勤

労者のメンタルヘルスの推進、高齢者の社会参加への促進支援 

孤独・孤立や複雑・複合化した課題に包括的に相談対応する重層的な支援の推進 

 



 
 

京都市「身体活動・運動」に関する取組について 

１ 普及啓発 

（１）市民ぐるみ運動「プラスせんぽ」 

令和４年１２月の「健康長寿のまち・京都市民会議」総会において、「歩く」をテーマ

に市民ぐるみ運動を進めることとし、現状よりも１日の歩数を１，０００歩増やすこと

から始めることを目指し、「プラスせんぽ」のキャッチフレーズの普及に取り組んでいる。 

（取組例） 

・ 健康長寿のまち・京都市民会議による普及啓発 
・ 地域団体・企業・大学等との連携によるイベントでのＰＲ 
・ ウォーキング事業の開催並びに事業と連動した広報の展開 
・ 本市ホームページや動画による広報 

 

（２）「京・けんこうひろば」における情報発信 

令和６年５月１日から、生活習慣に関する情報発信の充実を図ることを目的に「京・

けんこうひろば」を開設。「身体活動・運動」や「プラスせんぽ」など、健康づくりに役

立つ情報を広く発信している。 
 
（３）京都マラソンおこしやす広場におけるロコモ予防普及啓発 

ランナーや応援に来られている方を対象に、ロコモ度テストの実施及びリーフレット

等啓発物品の活用により、ロコモ予防に関する啓発を行っている。 

 
２ 区役所・支所における取組 

（１）地域における健康づくり事業 

各区役所・支所において、区民の健康に関するデータを分析し、地域の健康課題を把

握のうえ、地域ニーズに応じた地域密着型の健康づくり事業を実施している。 
 開催回数 参加人数（延） 

令和６年度実績 １３７回 ８,３８８人 
※ 主なテーマを「身体活動・運動」「ロコモ」としているもの 

（内容例） 
・ 商業施設と連携したラジオ体操やタオルを使用した運動等のイベントの実施 
・ 歩く姿勢を知るためのウォーキングスタイルチェックの実施 

（２）地域健康づくりグループ育成事業 

    地域で主体的に健康づくりを行うボランティア（健康づくりサポーター）の育成及び

支援をしている。健康づくりサポーターは、ウォーキング、公園等での体操、区オリジ

ナル体操の普及等を実施している。 

 サポーター登録者数 開催回数 参加人数（延） 
令和６年度実績 ３４７人 １，９７６回 ３２，７２０人 

参考３ 



 
 

３ 高齢者を対象とした取組 

（１）高齢者筋力トレーニング普及推進ボランティア養成講座 

京都市長寿すこやかセンターにおいて「いきいき筋力トレーニング」の普及推進等を

地域において実践するボランティアの養成・支援を行っている。 
 筋トレボランティア登録者数 活動回数 参加人数（延） 

令和６年度実績 ４４０人 ９，０５２回 ２２７，３３１人 
 

（２）高齢者筋力トレーニング教室の実施 

６５歳以上の市民を対象に、機器を利用せずに自分の体重等を利用して気軽に行うこ

とができる「いきいき筋トレ教室」を実施している。また、５名以上のグループに対し、

健康運動指導士等が地域に出向いて行う「出張型筋トレ教室」を実施している。 

 いきいき筋トレ教室 参加人数（延）  出張型筋トレ教室 参加人数（延）  
令和６年度実績 １２，８０２人 １，９８５人 

 

（３）地域介護予防推進センター等によるフレイル対策 

 京都市内１２箇所に設置している京都市地域介護予防推進センターでは、６５歳以上

の高齢者を対象に、運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能の向上のための介護予防教

室や講演会等を実施しているほか、身近な地域で自主的に介護予防に取り組んでみたい

方に対して、介護予防の取組の指導や助言を行っている。 

 介護予防教室 参加人数（延） 地域介護予防活動支援 参加人数（延）  
令和６年度実績 ７６，２６９人 １１３，２７９人 

 
４ 国保加入者に対する取組 

  京都市国民健康保険被保険者のうち、特定健康診査の結果から数年以内に生活習慣病を

発症するおそれがあると見込まれる者に対し、運動習慣を身につけてもらうための運動

教室「運動ひろば京からだ！」を実施している。 

 実施回数 参加人数（延） 
令和６年度実績 ３２回 ５９４人 

 



 
 

京都市「たばこ」に関する取組について 

 

１ 喫煙の防止 

⑴ ライフステージ別に、たばこによるＣＯＰＤを含めた健康被害に関する知識 

及び喫煙防止の普及啓発 

① リーフレットの配布等による普及啓発 

ア 市立中学１年生及び市立高校１年生を対象に、たばこ 

の害をわかりやすく記載したリーフレットを配布。 

イ 各区役所・支所保健福祉センターにおける母子保健事 

業や家庭訪問等において、妊産婦を対象に、普及啓発や 

保健指導を実施。 

ウ 各区役所・支所保健福祉センターにおいて、禁煙リー 

フレットを配布。 

エ 大学での献血時にパンフレットを配布。 

② ＣＯＰＤに関する取組 

ＣＯＰＤに関するチラシを作成し、各区役所・支所保健福祉センターにおい

て配布。京・けんこうひろばに、ＣＯＰＤに関するページを作成。 

 

⑵ 喫煙者に対する禁煙支援プログラムの提供による禁煙支援 

① 喫煙率の減少への取組 

保健福祉センターにおいて、窓口での相談、訪問活動、健康教室等における

禁煙相談・支援を実施。また、肺がん検診受診者のうち、喫煙者に対して、短

時間禁煙指導を実施。ホームページには、禁煙外来、禁煙支援薬局、インター

ネット禁煙マラソン（インターネットを活用した禁煙支援プログラム）を掲載。 

② たばこ対策支援者研修会 

各区役所・支所保健福祉センター等に所属する職員等を対象とし、たばこに

関する正しい知識と実践できる指導方法を習得することを目的に研修会を開催。 

 

⑶ 保健医療機関・関係団体等と連携した学校・教育機関における「喫煙防止教育」の実施 

①  中学生喫煙防止教育 

喫煙や受動喫煙による健康被害に関する知識を普及し、２０歳未満の喫煙を

無くすことや、「たばこは吸わない」という意識を定着させることを目的とし、

ＮＰＯ法人京都禁煙推進研究会、京都市教育委員会と協力して実施。 

＜喫煙防止教育の実施校数及び参加人数＞  

 令和４年度 

（中学校※１＋高校） 

令和５年度 

（中学校のみ）※２  

令和６年度 

（中学校のみ） 

実施校数 ３１校（中学校のみ） ２５校 ２８校 

参加人員 ３,６３０人 ２,８３７人 ２，８４６人 

※１ 中学校は小中学校を含む学校数 
※２ 令和５年度から高校での防煙教室は廃止 

参考４ 

（ＣＯＰＤ啓発チラシ） 



 
 

２ 望まない受動喫煙の防止  

 ⑴ 改正健康増進法について 

  ア 概要 

    「健康増進法の一部を改正する法律（以下「法」という。）」が、平成３０年

７月２５日に公布され、令和２年４月１日から施行された。法においては、受

動喫煙防止対策がこれまでの「努力義務」に加え、規定する命令に違反した者

等については、所要の罰則規定（過料）が設けられている。 

※ 法律施行後５年（令和７年４月）を目途として、規程の施行の状況につい

て検討を加え、必要に応じて措置を講ずることとなっており、今後の国の動向

に注視していく。 

イ 法の内容 

   基本的な考え方 

・ 「望まない受動喫煙」をなくす 

・ 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 

・ 施設の類型・場所ごとに対策を実施 

   

⑵ 法を受けての本市の取組について 

本市においては「健康長寿・口腔保健・食育推進プラン（令和６年度～令和１

７年度）」及び法に基づき、「受動喫煙防止対策のより一層の推進に向けて、法に

定める対策が遵守されるよう徹底して取組を進める。」、「受動喫煙による健康影響

が大きい妊産婦、子ども、病気の方等、特に配慮が必要な方の受動喫煙を無くす

取組を進める。」という基本的な考え方のもと、以下の取組を実施している。 

ア 「京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口」を設置し、相談・問合せ

対応、通報による現地調査等、実効性のある様々な取組を進めている。 

イ 受動喫煙防止対策に係る監視・指導業務として、新規開業飲食店への受動

喫煙防止対策状況を調査し、対策が取られていない施設には指導を行ってい

る。 

＜令和６年度実績＞ 

 

 

 

[参考]路上喫煙対策について（文化市民局） 

 〇 「京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例」 

   路上喫煙等による身体及び財産への被害防止並びに健康への影響の抑制を図

るため、平成１９年６月に施行された。 

 

相談・問合せ 通報 届出 監視・指導業務 

２８８件 １８３件 ３件 １，６９５件 



 
 

京都市「飲酒」に関する取組について 

 
 

１ 学校・教育機関との連携による２０歳未満の者への飲酒が心身に及ぼす悪影響に関する普及啓発 

⑴ 地域における健康づくり事業（アウトリーチ事業）として、各区役所・支所保健福祉

センターにおいてイベント等での啓発を実施 

【取組例】 
大学と連携し、学校のイベントにおいて、パンフレットやアルコール体質試験パッ

チテストを活用し啓発を実施。 
 

⑵ 京都府赤十字血液センターと連携し、大学における献血実施時に、「たばことお酒」

パンフレット（アルコールパッチテスト付き）を学生へ配布。 

 

 

２ アルコールによる健康影響に関する知識及び適正飲酒の普及啓発 

⑴ 妊産婦への取組 

各区役所・支所保健福祉センターにおける母子保健事業（母子健康手帳交付時、妊

婦訪問、赤ちゃん（新生児～４か月）訪問）において、母親の飲酒習慣の有無を把握

し、状況に合わせた保健指導を実施。 

 

⑵ 京・けんこうひろばでの普及啓発 

  「京・けんこうひろば」において、「お酒と健康」、「アルコール摂取量チェック」、

「飲酒習慣スクリーニングテスト」のページを開設し、お酒による健康影響に関する

普及啓発を実施。 

 

⑶ こころの健康増進センター（※）における取組 

※ 精神保健福祉法第６条に基づき、京都市が設置する精神保健福祉センター。 

① 市民に対する知識の普及 

ア アルコールと健康を考えるセミナー（京都府・ＮＰＯ法人京都府断酒連合会との共催） 

  より多くの人にアルコールと健康について考えていただき、自分自身や、周囲の

人の健康を守っていただけるよう、毎年１回、講演・シンポジウム等を実施。市民

の他、関係機関職員も対象としており、各職員の研修目的も兼ねる。 

 

イ 図書館テーマ展示事業「お酒を読もう」（京都市図書館との共催） 

  アルコール健康障害対策基本法第１０条に規定されるアルコール関連問題啓発

週間（１１月１０日～１６日）に合わせて実施。図書館を利用する市民が、アルコ

ール関連問題への関心を高め、アルコールとの上手な付き合い方を知ることのでき

る機会として、アルコールと健康に関連する図書やパネルの展示、パンフレット配

布等の普及啓発を行う。 

 

参考５ 



 
 

ウ 地下鉄構内でのポスター掲示 

  アルコール関連問題啓発週間（１１月１０日～１６日）に合わせて実施。交通局

高速鉄道部運輸課に依頼し、地下鉄駅６か所（京都・竹田・四条・烏丸御池・太

秦天神川・山科）で厚労省作成の啓発ポスターを掲示。 

 

エ リーフレット・パンフレットの配布 

  以下の配布物を配布し、こころの健康増進センターホームページにて公開。 

・マンガで解説 アルコール依存症 

…アルコール依存症の症状や治療等に関する解説 

・アルコール・薬物依存症からの回復のために 

…アルコール・薬物依存症による影響や、回復に向けた相談窓口の紹） 

・アルコールとこころの健康シリーズ（本人向け、家族向け、一般向け） 

…アルコール関連問題の解説、本人・家族に向けた助言及び相談先の紹介 

 

オ 機関誌「こころここ」発行 

  こころの健康に係る様々なテーマを設定し、年２回発行 

 

 カ ホームページ・Facebook・LINE による啓発 

アルコールを含む依存症に係る話題の発信、講演会等のイベント周知。 

 

② 市民に対する相談対応・診察（アルコールに関する内容を主としたもの） 

・電話相談（相談専用電話による対応） 

・相談員による面接相談 

・専門外来での診察・相談 

 

③ 市民向け集団プログラム 

     アルコールや薬物等の問題を抱える人の家族を対象として、当事者とのコミュニ

ケーションの取り方や、依存症に係る支援について学ぶ「アルコール・薬物依存症

家族支援プログラム」を、月１回実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

京都市「がん検診」に関する取組について 

 
 

１ がんの実態 

がんは、昭和 56 年以降、我が国の死亡原因の第１位であり、がんの罹患数と死亡数は、

人口の高齢化を主な要因として共に増加し続けている。 

 

（参考）京都府の検診別罹患数・死亡数順位 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

(a)罹患数 

(2021 年) 

男 前立腺 肺 大腸 胃 肝臓 

女 乳房 大腸 肺 胃 子宮 

(b)死亡数 

(2020 年) 

男 肺 大腸 胃 膵臓 肝臓 

女 大腸 肺 膵臓 胃 乳房 

出典：(a)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（全国がん登録）より 

(b)京都府がん実態調査報告書（2020）表 10 より 

 

２ 京都市がん検診の取組状況 

(1) 京都市がん検診 

本市では、国の指針に定められている５項目のがん検診（胃・大腸・肺・乳・子宮）

と本市独自の事業として２項目（前立腺、胃がんリスク層別化検診）の計７項目のがん

検診を実施している。 

 

(2) 受診率について 

国のがん対策推進基本計画（第４期）においては、指針に基づく全てのがん検診にお

いて、受診率「60％」を目指すこととされている。受診率は、国民生活基礎調査による

推計値に基づくものであり、市町村が実施するがん検診に加え、企業等が実施する職域

での検診や国民健康保険等の健診、人間ドック等を含めたものである。 

本市においても、令和６年３月策定の「京都市 健康長寿・口腔保健・食育推進プラ

ン」において、市民の健康づくりの状況を確認する数値として、同じく「60％」を目標

値に掲げている（計画期間：令和６年度～令和 17 年度）。 

 

（参考）直近の国民生活基礎調査による受診率比較表（経年比較は【別紙】のとおり） 

Ｒ４ 
胃 

(50～69 歳) 

肺 

(40～69 歳) 

大腸 

(40～69 歳) 

子宮 

(20～69 歳) 

乳 

(40～69 歳) 

京都市 42.3% 39.2% 37.7% 37.2% 41.6% 

全国平均 48.4% 49.7% 45.9% 43.6% 47.4% 

   

 

 

参考６ 



 
 

３ がん検診の受診率向上の主な取組 

⑴  令和６年度の取組 

ア  受診しやすい環境づくり 

(ｱ)  個別医療機関実施 

      身近な医療機関で受診できるよう市内約８５２箇所で実施。 

(ｲ)  がんセット検診（平成１９年９月開始） 

最大で５つの検診を１日で受診できる検診「がんセット検診」を実施。 

 

イ  受診勧奨 

(ｱ)  がん検診ガイドの配架 

本市がん検診の対象者や受診方法等を紹介する「がん検診ガイド」を作成、周知

することで受診勧奨・啓発を実施。職場等で受診機会のない市民を主な利用者とし

て想定していることから、京都市国民健康保険と連携し、約２０万世帯の国民健康

保険世帯に郵送している「国保だより」に「がん検診ガイド」を同封することで、

受診勧奨・啓発を実施。 

(ｲ)  かかりつけ医を通じた受診勧奨 

本市ががん検診の指定医療機関に対し、「本市のがん検診を周知するポスター」

及び「がん検診ガイド」を配布し、受診対象者に呼掛けを実施。 

(ｳ)  がん検診無料クーポン券配布事業 

本市のがん検診を無料で受診できるクーポン券の配布事業を実施。対象は、子宮

頸がん検診（20 歳・24 歳・28 歳）及び乳がん検診（40 歳）。 

(ｴ) はがきによる個別受診勧奨 

(ｵ) 受診のきっかけづくりとして、将来にわたり定期的な受診につなげていくこと

を目的に、40～48 歳の偶数年齢の方に受診勧奨はがきを送付。集団健診予約者

への大腸がん検診キット同封 

国民健康保険の特定健康診査、後期高齢高齢者の集団健診予約者に、予約内容通

知書、採尿容器のほか、大腸がん検診キットを同封。 

 

⑵  令和７年度の新たな取組 

ア  がんセット検診へのオンライン申込の導入 

申込方法について、従来のはがきでの受付に加え、受診者の利便性向上に向け、今年

５月から新たにオンライン申込を開始。また、オンライン申込開始に合わせて、受診

可能な時期を例年の７月から６月に 1 カ月前倒ししており、受診機会の拡大に努めて

いる。 

 

イ  胃がん検診新規対象者向け無料クーポン事業 

受診のきっかけづくりとして、将来にわたり、定期的な受診につなげていくことを目

的に、新たに胃がん検診の対象となる５０歳に対し、無料クーポン券を送付することで

受診勧奨を強化。 



国民生活基礎調査によるがん検診受診率（経年比較） 
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【別紙】 



国民生活基礎調査によるがん検診受診率（経年比較） 
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京都市「糖尿病・循環器病」に関する取組について 

 

１ 地域における健康づくり事業 

  各区役所・支所において、区民の健康に関するデータを分析し、地域の健康課題を把握

のうえ、地域ニーズに応じた地域密着型の健康づくり事業を実施。 

また、糖尿病発症予防の取組として、令和４年度より、特定健診データから糖尿病予備

群（ＨｂＡ1c ６．０～６．４％）へ個別案内を行い、各区役所・支所において食生活や運

動等の生活習慣の改善に係る健康教育や保健指導等の取組を実施。令和６年度からは、重

点取組項目として、循環器病発症予防の取組も実施。 

○ 糖尿病発症予防プログラム 

令和６年度 上京区、中京区、東山区、右京区、西京区、深草支所（参加者計：１２５名） 

令和７年度 上京区、西京区、東山区 

○ 循環器病発症予防プログラム 

令和６年度 下京区、南区、伏見区、醍醐支所（参加者計：７８名） 

令和７年度 北区、南区、右京区、伏見区、深草支所 

 

２ 栄養・食生活 

⑴ そうだ、野菜とろう！キャンペーン  

生活習慣病予防を目的に、毎年６月の食育月間に合わせて、市民の野菜摂取量と健康

への意識を高める取組や食環境整備を、関係機関と連携し実施。 

 

⑵ 京都おいしい減塩プロジェクト  

循環器疾患や糖尿病合併症の危険因子である高血圧の予防・改善のポピュレーション

アプローチとして、減塩の取組の必要性とその実践について市民に普及啓発等を実施。 

 

３ 歯と口の健康（歯周病予防、口腔健康管理の推進） 

⑴ 歯科相談や健康教室等で普及啓発 

歯周病予防啓発手帳「歯ッピーNote」や「歯周病セルフチェックシート」の配布、歯科

相談、お口からはじめる生活習慣予防教室等を通じ、歯周病と生活習慣病の関係を含め

た普及啓発等を実施。 

 

⑵ 歯周疾患予防健診  

・ 節目年齢に対する歯周病検診として、医療機関での歯科健診の機会を提供。本年６

月から２５歳・３５歳を対象年齢に追加し、２０歳から７０歳までの５歳刻みで実施。 

・ 京都市国保特定健診の受診者のうち、糖尿病又は糖尿病が疑われる方から対象を抽

出し、歯周疾患予防健診の自己負担金５００円の無料クーポン券を送付し、歯科受診

の促進を図る取組を実施。 

参考７ 



４ 普及啓発 

⑴ 「World Diabetes Day（世界糖尿病デー）」におけるライトアップ 

１１月１４日の「World Diabetes Day（世界糖尿病デー）」に合わせて、京都府医師会

をはじめとする関係機関と連携し、シンボルカラーであるブルーにライトアップを実施。 

令和７年度 府下１３箇所（京都市役所本庁舎、京都市京セラ美術館、伏見桃山城等） 

 

５ 生活習慣病重症化予防 

⑴ 糖尿病重症化予防地域戦略会議 

医師会をはじめとする保健医療団体と医療保険者が一体となり、連携して糖尿病重症

化予防対策の事業実施基盤の整備を促進し、地域の実情に応じた保健指導体制を構築す

ることを目的として年１回実施。 

令和７年度 令和８年１月実施予定 

 

⑵ 特定健診受診者に対する生活習慣病重症化予防対策（福祉のまちづくり推進室） 

特定健診の結果、血圧・血糖・腎機能の値が要医療域の者のうち医療機関未受診の者へ

受診勧奨を実施するとともに、糖尿病の治療を中断している者や、糖尿病により医療機

関受診中の方のうち糖尿病の重症化リスクが高い者への保健指導を実施。 

 

      

 



参考：取組紹介①











参考：取組紹介②








